
平成２９年度

み
ん
な
で
考
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よ
う…

老
い
の
支
度
は
成
年
後
見
か
ら

「法の日」週間広報行事
ｉｎ松戸

成年後見制度とは？

10月12日（木）
日程

参加費
無料

（先着６０名）

午後２時～４時時間

千葉家庭裁判所松戸支部３階
第１会議室

場所

成年後見制度の利用状況

「老い支度」としての成年後見制度

千葉家庭裁判所総務課庶務係
ＴＥＬ/０４３－３３３－５３０２（平日午前9時～午後５時）

ご応募・お問い合わせ


